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金
揮
官
蹴
志
巻
廿
八

分
一
職
五
十
六
石
八
斗
八
升
、
除
-
諸
国
役
保
付
等
-
申
談
上
者
、
会
御

知
行
不
v
可
v
有
=
相
違
-
之
欽
如
v
件。

天
正
四
年
五
月
二
日

不
破
河
内
守
光
治

前
回
叉
左
衛
門
利
家

佐
々
内
務
助
成
政

赤
座
小
法
師
殿
御
宿
所

河
内
守
光
治
卒
後
、
彦
三
直
光
家
を
糟
ぎ
、
越
前
回
大
野
領
三
高
三

千
石
を
停
領
し
て
、
大
野
城
に
居
た
り
o
天
正
十
年
の
春
信
長
会
甲

州
武
悶
勝
額
征
伐
と
し
て
出
馬
の
庭
、
越
中
圏
一
授
陣
起
、
宮
山
裁

を
取
結
む
る
由
注
進
に
付
き
、
柴
田
勝
家
以
下
越
前
・
加
賀
・
能
登
の

諸
勢
を
指
向
け
ら
れ
、
信
長
会
よ
り
親
簡
を
賜
ふ
。

武
閏
四
郎
勝
額
・
武
田
太
郎
信
勝
・
長
坂
釣
閑
典
厩
・
小
山
田
を
初
と

し
て
、
家
老
の
者
悉
く
討
果
し
、
駿
・
甲
・
信
無
v
滞
一
筋
一
篇
に
被
a
仰

付
-
候
問
、
不
-
可
ν
有
a
機
建
-
候
。
飛
脚
見
及
候
間
申
建
候
。
共
表
之
事
、

是
又
可
v
鴛
a
存
分
-
事
勿
論
に
候
也
。

三
月
十
三
日

柴
田
修
理
進
殿

佐
々
内
藤
助
殿

長

キU

信

に
は
候
は
宇
。
佐
久
間
玄
饗
牒
忽
ゆ
ゑ
に
候
と
い
ふ
。
秀
吉
、
い
や

仮
令
玄
蒋
宜
し
く
候
と
て
も
、
某
が
鉾
先
に
は
不
v
及
事
也
と
宜
ふ
。

彦
三
ゐ
し
、
返
し
、
玄
審
程
よ
く
引
取
侯
は
刊
晶
、
中
々
か
や
う
に
速
に

御
乎
に
は
入
る
ま
じ
と
申
し
け
れ
ば
、
秀
吉
公
、
扱
々
一
英
方
は
柴
田

最
負
た
り
と
不
興
に
て
、
共
後
再
び
不
い
被
=
呼
出
芯
wv之
利
家
卿
御
名

染
の
事
な
れ
ば
.
此
方
へ
来
て
居
ら
れ
よ
と
仰
せ
ら
れ
、
本
知
之
通

遣
さ
れ
、
御
家
に
た
よ
り
居
た
り
と
ぞ
。
と
あ
り
。
不
破
家
記
に
云

ふ
。
彦
三
直
光
死
後
、
二
代
彦
三
光
昌
幼
少
た
り
。
依
っ
て
一
高
俵

を
賜
は
り
、
後
五
千
石
に
引
直
さ
れ
、
三
代
彦
三
勝
次
の
時
‘
弟
清

兵
衛
貞
政
へ
千
石
配
分
す
。
と
あ
り
。
有
海
武
貞
の
古
兵
談
銭
襲
集

に
-X
ふ
。
不
破
彦
三
三
高
五
千
石
の
跡
一
高
俵
に
成
り
、
共
跡
五
千

石
に
成
る
。
依
v
之
武
功
の
家
士
共
限
定
に
召
出
さ
れ
し
も
の
多
し
。

不
破
魔
丞
の
先
砲
な
ど
も
此
内
也
。
と
云
ひ
、
能
き
足
騒
と
て
三
百

人
被
昌
召
抱
一
也
。
と
い
へ
り
。
関
屋
政
春
の
古
兵
談
に
は
.
二
代
目
の
彦

三
は
無
類
の
う
つ
け
者
に
て
、
七
千
石
跡
目
立
て
h
.

三
代
自
の
彦

三
は
四
千
石
相
続
、
弟
の
滑
兵
衛
に
千
石
賜
は
り
け
る
慮
、
清
兵
衛

織
問
河
内
守
の
養
子
と
成
り
、
江
戸
へ
行
き
.
滑
兵
衛
の
知
行
千
石

を
ぽ
伊
織
に
賜
は
る
。
然
る
鹿
織
田
河
内
守
跡
目
不
v
立
に
依
っ
て
、

金
調
停
古
蹟
志
巻
廿
八

四

前
田
叉
左
衛
門
殿

不

破

彦

三

殿

天
正
十
一
年
三
丹
江
州
柳
」
潮
合
戦
の
後
、
秀
吉
公
不
破
彦
三
の
領

知
を
波
牧
せ
ら
れ
、
流
浪
せ
し
を
、
利
自
然
卿
加
賀
二
郡
を
賜
は
り
‘

金
滞
入
城
し
給
ふ
後
、
秀
吉
公
へ
仰
上
げ
ら
れ
‘
彦
三
芭
光
を
ば
金

滞
へ
招
か
せ
ら
れ
、
三
高
五
千
石
を
合
力
し
給
へ
り
と
去
ふ
。
閥
屋

政
春
古
兵
談
に
は
、
抑
4
m敗
軍
の
時
、
利
家
卿
と
不
破
彦
三
は
勝
家

の
旗
下
た
り
と
い
へ
ど
も
、
利
家
卿
は
越
前
府
中
へ
引
取
御
座
被
v
成

庭
、
秀
吉
公
、
利
家
と
我
等
と
は
筋
固
有
v
之
閥
、
無
事
子
細
不
v
可
v

有
と
て
、
和
談
を
乞
は
れ
、
府
中
城
へ
直
に
入
ら
せ
ら
る
。
不
破
彦

三
は
御
意
も
左
き
故
に
か
、
御
磁
も
申
上
げ
ぎ
り
け
る
庭
、
頓
て
北

国
平
均
に
鴎
し
、
彦
三
事
切
腹
か
逮
嶋
流
刑
に
て
も
可
v
被
=
仰
付
-
般

に
極
る
時
、
利
家
卿
建

τ詑
言
被
a
仰
上
一
先
づ
御
預
り
被
v
成
と
て
、

夫
よ
り
利
家
剰
の
家
砲
と
成

p.
三
時
三
千
石
を
加
州
河
北
郡
陀

τ

上
納
の
知
行
に

τ賜
は
り
け
り
。
と
あ
り
。
享
保
紀
聞
に
は
、
志
津
グ

織
落
去
以
後
、
利
家
卿
・
佐
々
・
不
破
等
秀
吉
公
民
随
ひ
ら
れ
け
る

時
、
秀
吉
公
、
鬼
柴
田
と
云
ひ
た
る
を
も
‘
共
の
鑓
先
に
て
亡
し
た

り
と
大
に
戚
言
有
り
け
る
を
、
不
破
彦
三
聞
い
て
、
い
や
/
¥
左
様
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滑
兵
衛
再
び
金
津
へ
立
蹄
る
。
依
つ

τ更
に
千
石
賜
は
り
た
り
。
と

あ
り
。
混
見
摘
寝
に
も
、
不
破
芳
三
は
切
腹
か
、
又
は
可
v
潟
昌
逮
嶋
-

と
の
事
な
り
し
を
、
高
徳
公
御
詑
言
に
て
御
預
り
被
v
成
。
夫
よ
り
御

家
人
と
成
り
、
加
州
河
北
郡
に
て
上
納
之
知
行
三
高
三
千
石
賜
は
り

し
か
ど
、
共
子
彦
三
無
類
の
虚
無
に
て
.
七
千
石
下
さ
れ
、
三
代
目

彦
三
に
は
四
千
石
と
成
り
、
弟
清
兵
衛
に
千
石
被
v
下
。
清
兵
衛
織
田

河
内
守
の
養
子
と
成
り
て
、
江
戸
へ
出
る
。
共
の
千
石
を
伊
織
に
被
v

下
庭
、
河
内
守
名
跡
不
v
立
し
て
、
清
兵
衛
立
障
る
に
付
、
更
に
千
石

下
さ
れ
た
り
。
と
あ
り
。
松
雲
公
夜
話
録
に
、
徴
妙
公
の
時
、
不
破
彦

三
跡
目
二
拾
飴
年
不
伊
被
=
仰
付
刊
日
英
後
風
と
御
失
念
被
v
成
た
り
と
の

由
民
て
跡
目
命
ぜ
ら
れ
.
久
々
無
息
に
て
罷
在
り
.
撫
難
儀
可
v
設
と

の
御
意
に
て
、
二
十
飴
年
間
毎
歳
牧
納
設
す
べ
き
知
行
米
磁
ら
宇
一

時
に
下
さ
れ
た
り
。
従
来
彦
三
勝
手
茜
不
如
意
之
慮
、
此
時
す
き
と

借
銀
等
も
悉
く
返
排
致
し
‘
勝
手
向
取
直
し
た
り
。
徴
妙
公
に
は
何

等
の
被
昌
仰
出
-
も
無
v
之
と
い
へ
ど
も
、
粂
々
勝
手
不
如
意
之
趣
被
再
開

召
一
勝
手
取
直
の
震
に
態
と
被
v
成
た
る
や
ら
ん
と
‘
共
頃
世
人
取

沙
汰
せ
し
よ
し
御
意
な
り
。
と
あ
り
。
按
宇
る
に
‘
右
は
何
代
自
の

彦
三
相
織
の
時
た
ら
ん
か
、
共
の
年
暦
は
い
ま
だ
詳
・
な
ら
宇
。
訟
も

五




